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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年６月７日 ０６時００分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東北東方２１３海里付近 

（概位 北緯３６°２４.０′ 東経１４５°１０.０′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十一日
にっ

東
とう

丸、３２５トン 

   ＨＫ１－１３５８（漁船登録番号）、日東水産株式会社 

   ５７.３５ｍ×１１.６０ｍ×６.６８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,９４２kＷ、平成２４年１０月２９日 

Ｂ 漁船 日東丸二号艇、４.４トン 

   ＨＫ３－１２６０００（漁船登録番号）、日東水産株式会社 

   ８.１０ｍ（Lr）×３.１９ｍ×１.１４ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、４２３.００kＷ、平成２４年１２月 

   第２１０－５５８２４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年１２月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２７年３月１３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年７月２７日 

    免許証交付日 平成２１年３月９日 

           （平成２６年７月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 機関、航海機器等に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２２人が乗り組み、Ａ船の搭載艇であるＢ船ほ

か２隻の搭載艇（以下「Ｃ船」及び「Ｄ船」という。）と共にまき網
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漁業の船団を形成して操業を行っており、平成２５年６月７日０４時

４２分ごろ、犬吠埼東北東方において、投網を開始した。 

 Ａ船は、投網を終了して反時計回りに揚網を始め、機関を停止し、

Ａ船が揚網しやすいよう、Ａ船の右舷側から出した直径約４２mm 及び

長さ約５００ｍの合成繊維製のえい
．．

航索をＣ船につなぎ、展開した網

に沿ってＡ船を引く作業（以下「裏こぎ」という。）をＣ船に行わせ

ていた。 

 船長Ａは、Ａ船の後部甲板で操業の指揮を執り、揚網の途中で裏こ

ぎを行っているＣ船をＢ船と交替させた。 

 Ｂ船は、Ａ船の一等機関士を兼ねている船長Ｂ及びＡ船の機関員を

兼ねている甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗り組み、えい
．．

航

索をＣ船からＢ船の船尾につなぎ替え、機関の回転数毎分を約 

１,１００に定め、舵を左に取り、左舷側に傾斜しながら、網の展開

方向に沿ってＡ船を引いていたところ、右舷船首方向から波を受け、

左舷側への傾斜が増大し、０６時００分ごろ左舷側に転覆した。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、海に投げ出され、転覆したＢ船の船尾につ

かまった。 

 船長Ａは、Ｂ船のすぐ近くにいたＤ船を救助に向かわせ、Ｄ船が船

長Ｂ及び甲板員Ｂを救助した。 

 船長Ａは、操業をやめ、揚網終了後にＢ船を揚収し、Ａ船は、宮城

県石巻市石巻漁港に入港した。 

 甲板員Ｂは、左耳の聴力が低下したが、日常生活に支障は生じなか

った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ５ 

海象：波向 北東、波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

 船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船の操舵室の後部に装備されている操縦

装置を用いて立って操船を行い、甲板員Ｂは、船首甲板でロープを片

付けていた。 

 船長Ｂは、まき網漁業の経験が約１５年あったが、裏こぎ時の操船

経験は、本事故時が初めてであった。 

Ａ船は、本事故当時、波高約１.５ｍの海域で操業していたが、こ

れは操業を行う海況としては、日常的な状況であった。  

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 Ｂ船は、犬吠埼東北東方沖において、Ａ船が行っている揚網の補助

作業中、舵を左に取り、左舷側に傾斜しながら、網の展開方向に沿っ

てＡ船を引いていたところ、右舷船首方向から波を受け、左舷側への
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傾斜が増大したことから、転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、犬吠埼東北東方沖において、Ａ船が行っている

揚網の補助作業中、舵を左に取り、左舷側に傾斜しながら、網の展開

方向に沿ってＡ船を引いていたところ、右舷船首方向から波を受け、

左舷側への傾斜が増大したため、転覆したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・裏こぎを行うときは、周囲の波の状況を良く確認しながら、操船

すること。 

 


